別記様式第9号(第6条関係)
液化石油ガス設備工事審査表
(バルク容器)
	設備設置先名称
	　
	審査年月日
	　　  年　　月　  日

	設備所在地
	　

	工事事業者
	　
	審査者
	氏名

	貯蔵能力
	　　　kgバルク容器×　　本＝　　kg
	　500kg超1t未満　　1t以上3t未満

	審査項目
	規則該当条項
	基準
	判定

	
	
	
	良
	否

	カップリング用液流出防止装置付き液取入バルブ
	19―1―イ
バルク告示―6
	・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること。
・カップリング用液流出防止装置が取り付けてあること。
	　
	　

	ガス放出防止器等付きガス取出バルブ
	19―1―ロ
バルク告示―7
	・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること、(調整器(2段減圧式分離型を除く。)の内部・出口に設けるものを除く。)。
・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること。
・ガス放出防止器の取付位置と開放流量以下での閉鎖が適切なこと。
・地震等に伴う供給管の損傷防止措置は「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による。
	　
	　

	ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出バルブ
	19―1―ハ
バルク告示―7
	・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること。
・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること(液取出弁から供給しない場合を除く。)。
・ガス放出防止器等の取付位置は、液取出弁の内部又は出口
・ガス放出防止器は、調整器の表示容量の3倍以下の流量で閉止
	　
	　

	カップリング付き均圧バルブ
	19―1―ニ
バルク告示―8
	・均圧バルブを設ける場合には、カップリングが取り付けてあること。
・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること。
	　
	　

	液面計
	19―1―ホ
バルク告示―4
	・ガラス管液面計(合成樹脂を含む。)でないこと。
・ガスを放出して液面を測定するものを設置しないこと。
・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること。
・電子式液面計は、液石法施行規則関係基準(S0739)KHKH15.3による。
	　
	　

	過充てん防止装置
	19―1―ヘ
バルク告示―5
	・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること。
	　
	　

	プロテクター
	19―1―ト
バルク告示―9
	・付属機器は、プロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏洩のおそれのない場合は除く。)
・厚さ1.6mm以上のSS400と同等以上の材料
・開口部は、附属機器等に使用される以外設けないこと。
	　
	　

	表示等
	19―1―チ、リ
	・周囲の見やすい箇所に表示
　液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(以上朱書)並びに緊急時連絡先(認定保安機関と同じ場合は不要)
	　
	　

	バルク容器の腐食防止装置
	19―1―ヌ
	・バルク容器(機器を含む。)には、腐食防止措置を講ずること。
	　
	　

	スカート又はサドル
	19―1―ル
	・転落、転倒等を防止するため適切なスカート又はサドルを基礎に設置すること。
	　
	　

	基礎の設置
	19―1―ヲ
	・水平で、地盤面から5cm以上とし、平坦なコンクリート盤等とする。
	　
	　

	車両からの保護
	19―1―ワ
	・車両からの保護のために保護柵又は縁石の設置
	　
	　

	安全弁の放出管開放部の位置
	19―1―カ
バルク告示―12
	・開口部の位置は、プロテクターの外部で当該バルク容器の頂部10cm以上の高さで上向きとする。
・開放部は、雨水の浸入防止措置を講ずる。
	　
	　

	設置場所
火気からの距離
(1t未満)
	19―1―ヨ
例示13
	・バルク容器は、屋外に設置すること。
・バルク容器は、火気から2m以上の距離の確保
・不足の場合は、火気を遮る措置
	　
	　

	40℃以下
(1t未満)
	19―1―タ
例示8
	・常に温度40℃以下に保つ措置を講じた場所
・日光以外の熱源により容器が40℃を超えるときは、不燃性の隔壁の設置
	　
	　

	バルク容器の漏洩防止
	19―4
	・バルク容器は漏れのない構造とする。
	　
	　

	ガス漏れ検知器及び常時監視システムの
設置
	19―5
バルク告示―15
	・ガス漏れ検知器をプロテクター内に設置し、自動的に通報できる常時監視システムと接続すること(3月に1回以上の漏洩点検又は貯蔵能力別にガス漏れ検知器の設置不要な特例がある。)。
・5分以内の信号、電池式は1年以上作動すること、故障時の警報、音響警報の禁止、器具省令適合品
	　
	　

	高圧配管内の再液化防止措置
	19―6
バルク告示―16
	・単段式・・・・・・・プロテクター内に設置
・二段減圧式一体型・・バルク容器の直近に設置
・二段減圧式分離型・・一次側調整器をプロテクター内
	　
	　

	貯蔵設備・気化装置・調整器の能力
	19―7
(18―4)
例示27
	・「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による。
・調整器の能力(業務用を除く。)＞最大消費数量×1.5
	　
	　

	バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の腐食等
	19―7
(18―5)
	・使用上支障のない腐食、割れ等がないこと。
・高・低圧ホースは交換期限を過ぎていないこと。
	　
	　

	供給管等材料、腐食損傷防止措置
	19―7
(18―6、7)
例示28
	・例示基準に定める腐食防止措置及び材料使用制限に満足すること。
	　
	　

	供給管等の修理
	19―7
(18―8の2)
	・漏洩防止措置
・終了時における漏洩のないことの確認措置
	　
	　

	供給管の気密試験
	19―7
(18―9)
例示29
	・中圧部・・・・0.15MPa以上
・低圧部・・・・8.4　kPa以上
・試験時間　10l以下は5分以上、10l超50l以下は10分以上、50l超は24分以上
	　
	　

	供給管等の漏洩試験
	19―7
(18―10)
例示29
	・高・中圧部・・漏洩検知器又は石鹸水により確認
・低圧部・・圧力測定器具により確認
・漏洩検知装置で確認
	　
	　

	燃焼器入口圧力
	19―7
(18―11)
例示30
	・生活の用・・・2.0kPa～3.3kPa
・その他  ・・・燃焼器に適応する圧力
	　
	　


	供給管の損傷防止措置
	19―7
(18―12)
(18―13)
例示28
	・埋設管は所定の深さ以上に埋設すること。
・可とう性の確保
・ポリエチレン管の埋設基準の遵守
・地くずれ等のおそれ又は建物の基礎面下の設置の禁止
	　
	　

	供給管の危険標識
	19―7
(18―14)
	・地上に設置し周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、見やすい場所に危険標識(LPガス、連絡先)の設置
	　
	　

	供給管内の液化物排除装置
	19―7
(18―16)
例示32
	・貯蔵設備から最も近い立ち上がり部の下端にドレン抜きを設置する。
　　自然気化・・供給管の最大直径以上の直径で長さ20cm以上
　　気化装置・・容量5l(40戸以下は3l)以上
	　
	　

	ガス栓
	19―7
(18―18)
	・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合
　ガスメーターの入り口側にガス栓の設置
	　
	　

	気化装置の基準
	19―7
(18―19)
例示33
　　34
	・腐食、割れ等の欠陥のないこと。
・耐圧試験・・2.6MPa以上
・直火で直接ガスを過熱する構造でないこと。
・液状の液化石油ガスの流出防止措置
・温水の気化装置は、温水部に凍結防止措置(寒冷地)
	　
	　

	調整器の基準
	19―7
(18―20)
例示30
	・腐食、割れ、ねじのゆるみ等のないこと。
・耐圧・気密試験
　　高圧部・・耐圧2.6MPa以上、気密1.56MPa以上
　　中圧部・・耐圧0.8MPa以上、気密0.15MPa以上
・調整圧力・閉塞圧力
　　生活の用・・・調整圧力2.3kPa～3.3kPa
　　　　　　　　　閉塞圧力3.5kPa以下
　　 その他  ・・・燃焼器に適応する圧力
	　
	　

	地下室等に係る
供給管
	19―7
(18―21)

	・地下室等の供給管には、常時監視できる場所で操作できる緊急遮断装置の設置
・特定地下室等、その他の地下室の供給管には、貯蔵設備ごとに供給停止用のバルブの設置
	　
	　

	自動ガス遮断装
装置等
	19―7
(18―22―イ、ロ)
(消費設備告7条)
	・マイコンメーター(Ⅱ・L・C・S・H・B)又は警報器連動自動ガス遮断装置の設置
	　
	　

	対震自動ガス遮
断装置等
	19―7
(18―22―ハ)
	・感震機能付きメーター(S・H)又は対震自動ガス遮断器の設置
	　
	　

	供給管の耐圧性能
	19―8
	・高圧部・・・・・2.6MPa以上
・中低圧部・・・・0.8MPa以上
	　
	　

	施工後の表示
	115
116
	・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合
・メーターと1つの末端ガス栓の間の配管の長さが屋内で4m以上
	　
	　



